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評寸ws紹介

秋田県庁文書群目録

一第 1集~第 5集ー

秋回黒公文書館/編
2004.3~2008. 1 29.5cm 

秋田県庁文書若手目録

第; ，毎

(明治絢年-:.I;if.尚".J))

秩 111県公文諮問

秋田県公文書館では、地方自治法施行以前

の秋田県庁文書群の目録を平成15年度以来毎

年度刊行中である。平成19年度発行の第 5集

の時点で、開庁以降大正15年までの文書が目

録化されている。(但し明治40年から大正15

年は一部の部課分のみ。残りは第 6集で収録

し、第 7集以後に大正15年以降のものを順次

発刊していくようである。)

本目録集最大の特徴は、組織改編(明治 6

年 8 月~)の度に時期区分し、その時期ごと

の組織階層に即して簿冊を配置していること

である。時期区分は、第 5集収録の明治40年

7月組織改編時で第17期となる。この時まで

に17回、組織改編が行われたことになる。

記述の内容は、各期とも、まず当該期の組

織機構図及び各課の職務規程をまとめた表に

より職掌区分が示され、次に、各期間内に作

成された簿冊を、部(或いは課) ・課 (或い

は掛) ・類別(当時の簿冊編綴制度に基づく)

}IJ買に配列している。

各簿冊については、請求番号・表題・表記

年・完結年のほか、非公開文書についても明

示されており、全部非公開か一部非公開かの

別、将来の公開予定年も記載されている。各

簿冊内の件名については、収録されていない。

なお巻末には、各集に収録されている期間の

組織変遷表が付されている。

本目録集の編成は、各簿冊の整理・分析の

ほか、県庁組織の変選や目録整理論等につい

て研究された結果、選択採用されたものであ

る。

まず、高橋務 「明治前期秋田県の職務分課

の変遺についてJ(r秋田県公文書館研究紀要』

創刊号、平成 7年)、柴田知彰「明治後期大

正期秋田県の職務分課の変遷についてJ(r同

紀要』第9号、平成15年)以降、続いている

県庁の機構・職掌・文書管理制度変還の研究

により、時期区分及び各期内の階層構造が導

き出される。

理論面では、柴田知彰「記録史料群の内的

秩序の復元に関する一考察J(r同紀要』第7

号、平成13年)が、文書群の内的秩序につい

て、「組織性Jと「時間軸上の連続性Jの2

つの性格があることを指摘し、「明治前期秋



田県庁文書群の内的秩序の復元J(r同紀要』

第 8号、平成14年)のサンプル実験により、

組織性・連続性それぞれに即した内的秩序の

復元による目録記述を提示してみせた。

柴田氏によると、「組織性」とは出所の組

織構造の反映であり、これを復元させる場合

は、 ISAD(G) (国際標準記録史料記述 :一

般原則)の定めるように、組織の階層にした

カfってフォンド>サブ ・フォンド>サブ ・サ

ブ・フォンド>シリーズ>ファイルと記述し

ていくことができるが、時間の経過に伴い機

構改正が行われることにより、階層構造の記

述に混乱が生じてくる。この点について、

ISAD(G)は配慮が不十分であるとし、組織

性の内的秩序を保護するために、組織改編毎

にその時期に作成された文書だけをまとめて

lつのフォンド (1スモール・フォンドJ) と

見倣し、各(スモール・)フォンドごとに組

織階層に即した内的秩序を復元していくこと

を提起した。(各「スモール・フォンド」を

統合する全時期の文書総体を「ビッグ・フォ

ンド」とH乎んでいる。)

一方、「時間軸上の連続性j とは、組織構

造が変化しでも個々の業務 ・機能などは継続

されることを示し、これを復元する場合には、

シリーズ中心の記述になり、(ビッグ ・)フォ

ンド>シリーズ>サブ・シ リーズ>ファイル

となる。

そして、これら 2つの内的秩序を復元する

ことが目録化の目的であるが、機構改正が頻

繁に行われる組織の文書にあっては、組織

性・連続性双方を一つの目録編成上で復元す

ることは不可能であるとしている。

以上の研究を基に、「組織性」の内的秩序

を復元したのが本目録集である。すなわち各

期内に作成された文書全体を 1つの独立した

フォンドと見倣し、その中で、組織階層に基

づき、部(課) =サブ・フォンド>課(掛)=

サブ・サブ ・フォンド>類別=シリーズ>簿

冊=ファイルと記述している。

組織改編ごとにフォンドを設定しているた
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め、その時期の県庁の組織構造・職掌分担、

各部課の簿冊の数量や、各簿冊が当該期の県

庁組織でどのような位置にある部課で作成さ

れたものであるのか明瞭に把握できる。

ただし、先述したように明治40年時点で17

度の組織改編が行われ、 2年に一度の割合で

フォンドが設定されることになる。「組織性」

の復元が目的とはいえ、ある特定業務に関す

る中・長期間の記録は検索しづらい。

ところで、文書 ・記録はどのように検索さ

れることが多いのだろうか。おそらく特定業

務・機能キシリーズについて検索されること

が多いのではないか。文書群の内的秩序を復

元することが整理・目録化の目的だとして

も、利用者の検索に便宜を図ることもまた目

的であろう 。この点については、改編の多い

組織の「組織性」復元を目的とした目録は、

検索性が低くならざるを得ない。組織性の復

元によって明らかにされる、組織構造の中で

の個々の文書の位置付けというものは、元々

検索にはなじみにくいものだと考えられるか

らである。構造というものは検索が難しく、

周辺情報も含め全体を一覧して初めて理解で

きる情報である。しかし、重要な基礎的情報

であることはいうまでもない。故に、本目録

集は、特定文書を検索するためというよりも 、

文書を検索 ・利用する上での基礎的な参考資

料として、利用者に有用な情報を提供するも

のとして評価できる。ちなみに、このような

情報はコンピュータの画面上に表すよりも冊

子体の方が見易く、紙メディアになじむもの

であろう 。

柴田氏によれば、秋田県庁文書は、組織性・

連続性双方の復元を比較的容易に行うことが

出来るという 。復元が可能なのであれば、刊

行するかどうかはともかく、利用者が双方か

ら文書 ・記録にアプローチできる手段を確保

することが望ましく、連続性の復元・提供に

ついても望まれるが、現状では、連続性復元

は未だなされていない。

ただし、同館ウェブサイトでは、県庁文書
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群の「簿冊名仮目録」及び「文書名仮目録」

がダウンロードできるようになっている。両

者ともエクセル方式のデータファイルであ

り、「簿冊名仮目録」には完結年度順に各簿

冊の史料番号・完結年度・史料名・部課係

名・表紙年・備考・公開の可否が、「文書名

仮目録jには各簿冊内の件名が、それぞれ記

載されている。(シリーズレベルの記述はな

しミ。)

エクセルファイルであれば、キーワード検

索や絞込み・並べ替えが可能である。利用(検

索)者は、検索したい文書の簿冊名・件名に

記載されているキーワードさえ分かれば、絞

り込んで特定することが出来る。この場合、

検索結果は、特定の簿冊(=ファイル・レベ

ル) ・件名(アイテム・レベル)について、

時間軸上の連続性を復元していると考えるこ

ともできる。極論すれば、利用者が自ら、特

定業務・機能寺シリーズについて、ある程度

の連続性を復元することが可能なのではない

か。

電子メディアを活用すれば、「連続性」は

検索しやすい。逆に紙メディアでは不便でさ

えあるかもしれない。その点においては、組

織性を復元した目録に比べ、紙メディアでの

目録化の意義は小さい。また、本目録集が表

現した時期区分ごとの簿冊配置は、組織・職

掌分課の把握という、文書群そのものの構造

分析のみでは分かり得ない作業を経て初めて

可能になるもので、キーワード検索等で復元

できるものではない。故に、連続性の復元よ

り組織性の復元・提供を優先し、紙媒体で本

目録集を刊行している同館の選択は、評価で

きょう 。ただし、ヴェブ上での検索システム

の充実 (できればEADにも配慮した)は望

まれる。

本目録集の記載に戻ると、各期冒頭に示さ

れている組織機構図と職務規程表は、 ISAD

(G)に定める組織歴に対応するものと思われ

る。複製資料の表示や非公開資料についても

記載されている。しかし、必ずしも ISAD(G)

の定めに従っているわけではない。ISAD(G)

や近年の他館刊行目録の動向を踏まえつつ

も、規則にはとらわれず、 「見やすさ」を重

視して、最重要事項のみをシンプルに表示し

ようとしたのではないかと思われる。この点

は成功している。ただし、幅広い層の利用者

を想定しているとのだとすれば、凡例におい

て、 2つの内的秩序の存在と、そのうち組織

性を復元したという本目録集最大の特徴につ

いて、もう少し親切な解説が必要ではないだ

ろうか。また階層レベル記述の説明について

も、 ISAD(G)に必ずしも忠実に従っていな

いのなら、 ISAD(G)の用語をそのまま使わ

ずとも分かりやすい説明が出来たのではない

か。

本目録集は、頻繁に変わる県庁組織のそれ

ぞれの時期の組織構造に即して文書群を配置

した初めての試みである。同館は、文書群の

内的秩序の二面性を提示し、うち一面の復元

を本目録集により例示した。二面性の議論が

正しいとすれば、少なくとも都道府県庁文書

群は同様の性格を持ち、双方の復元が可能と

いうことになる。ISAD(G)などの国際標準

をどの程度取り入れるかという論点も含め、

他都道府県の文書館にとっては、従来の整

理・目録化方法に再考を促す議論が提供され

たことになる。

県庁文書の組織性復元のための県庁組織・

職掌分課変遷の解明に同館はかなりの時間と

労力を費やしている。同館が、親組織を出所

とする文書群の整理・提供を最重要業務とし

て位置付け、館を挙げて取り組んでいること

に他ならないが、「組織性」の復元にはそれ

だけ多大な労力を必要とする。館業務全体の

中での親組織文書整理への業務配分・優先順

位、研究と業務との連関のあり方についても、

本目録集は刺激的な事例を提供しているとい

えるだろう 。

〔和歌山県総務部総務学事課藤隆宏〕




